
目

次

規

則

○
青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

○
青
森
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
健
康
医
療

福
祉
政
策
課
）
…
一

告

示

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
三

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
四

選
挙
管
理
委
員
会

○
病
院
の
長
、
老
人
ホ
ー
ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び

保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
、
老
人
ホ
ー

ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定
の
一
部
改
正
qqq（
事

務

局
）
…
四

規

則

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
三
十
五
号

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
三
第
一
項
第
三
十
三
号
ソ
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
三
十
六
号

青
森
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
平
成
七
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
進
学
準
備
給
付
金
支
給
申
請
書
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備

給
付
金
支
給
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給
等
決
定
調
書
）
」
に
改
め
、
同
条

中
「
進
学
準
備
給
付
金
の
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
」
に
、
「
進
学
準
備
給
付
金
支
給

（
不
支
給
）
決
定
調
書
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給
（
不
支
給
）
決
定
調
書
」
に
改
め

る
。第

二
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給
等
決
定
通
知
書
）
」
に
改
め
、
同

条
中
「
進
学
準
備
給
付
金
の
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
」
に
、
「
進
学
準
備
給
付
金
支
給

（
不
支
給
）
決
定
通
知
書
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給
（
不
支
給
）
決
定
通
知
書
」
に
改

め
る
。

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第792号令和６年７月26日 金曜日

第
七
百
九
十
二
号

令
和
六
年七

月
二
十
六
日

（
金
曜
日
）



「

第
三
十
八
号
様
式
中

を
」

「

に
改
め
る
。

」

第
四
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）2青 森 県 報 第792号令和６年７月26日 金曜日
申
請
者
住
所

氏
名

申
請
者
住
所

氏
名

個
人
番
号



第
四
十
二
号
様
式
中
「進
学
準
備
給
付
金
支
給
（
不
支
給
）
決
定
調
書

」
を
「進

学
・
就
職
準
備

給
付
金
支
給
（
不
支
給
）
決
定
調
書

」
に
、
「進

学
準
備
給
付
金
支
給
（
不
支
給
）
決
定
伺

」
を

「進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給
（
不
支
給
）
決
定
伺

」
に
、
「進

学
準
備
給
付
金
支
給
額
決
定

欄

」
を
「進

学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給
額
決
定
欄

」
に
改
め
、
「進

学
先

」
の
次
に
「又

は
就
職

先

」
を
、
「進
学
後

」
の
次
に
「又

は
就
職
後

」
を
加
え
る
。

第
四
十
三
号
様
式
中
「進

学
準
備
給
付
金
支
給
（
不
支
給
）
決
定
通
知
書

」
を
「進

学
・
就
職
準

備
給
付
金
支
給
（
不
支
給
）
決
定
通
知
書

」
に
、
「進

学
準
備
給
付
金
の

」
を
「進

学
・
就
職
準
備

給
付
金
の

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号

令
和
六
年
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法

施
行
細
則
（
昭
和
四
十
五
年
一
月
青
森
県
規
則
第
一
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

令
和
六
年
十
一
月
三
日
（
日
・
祝
）

２

場
所

青
森
市
大
字
戸
山
字
宮
崎
二
二
の
二

青
森
県
立
青
森
第
二
高
等
養
護
学
校
体
育
館
及
び
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
実
習
室

二

受
験
願
書
受
付
期
間

令
和
六
年
九
月
二
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
三
日
（
金
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合

は
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一
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青
森
県
健
康
医
療
福
祉
部
保
健
衛
生
課
生
活
衛
生
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
は
、
県
内
各
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
（
保
健
所
）
、
青
森
市
保
健

所
、
八
戸
市
保
健
所
及
び
青
森
県
健
康
医
療
福
祉
部
保
健
衛
生
課
生
活
衛
生
グ
ル
ー
プ
で
配
付
す

る
。

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

む
つ
市
大
畑
町
二
枚
橋
五
一
の
一
七
吉
田

幸
治

む
つ
市
大
畑
町
大
畑
道
二
三
の
一
九

菅
原

淳

大
畑
町
区
域

大
畑
町
漁
業
協

同
組
合
の
地
区

う
ち
甲
の
地
区

む
つ
市
大
畑

町
八
幡
湯
坂
、

湯
坂
下
、
孫
次

郎
間
、
大
畑

道
、
二
枚
橋
、

釣
屋
浜
、
木
野

部
、
佐
助
川
、

赤
川
、
涌
舘
、

高
橋
川
、
小
目

名
村
、
小
目
名

家
ノ
下
、
奈
良

ノ
木
平
、
添
木

及
び
袋
石
の
区

域う
ち
乙
の
地
区

甲
の
地
区
を

除
く
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し

て
た
こ
篭
漁
業

む
つ
市
大
畑
町
水
木
沢
三
四
の
二
一
五長
津

敏
男

む
つ
市
大
畑
町
水
木
沢
三
四
の
二
七
六川
村

健
一

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し

て
一
本
釣
漁
業

む
つ
市
大
畑
町
水
木
沢
三
七
の
五

佐
藤

翔

む
つ
市
大
畑
町
中
島
九
六
の
三
〇

林

孝

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し

て
た
こ
た
る
流
し

漁
業

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号
（
病
院
の
長
、
老
人

ホ
ー
ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び
保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ

き
病
院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

六
の
表
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭

み
ら
い
会
介
護
医
療
院

平
川
市
柏
木
町
藤
山
三
七
の
五

み
ら
い
会
介
護
医
療
院

平
川
市
柏
木
町
藤
山
三
七
の
五

石
田
温
泉
病
院
介
護
医
療
院

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
前
田
二
一
の
一


